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厚生労働省保険局医療課  

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 37） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働省告示第 54号）

等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」（令和４年３月４日保医発 0304 第１号）等により、令和４年４月１

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑

義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切

に運用いただくようお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



（別添） 

不妊－1 

医科診療報酬点数表関係（不妊治療） 

 

【患者及びパートナーへの説明・同意について】 

問１ 一般不妊治療管理料や生殖補助医療管理料の算定要件のうち、治療計画

に係る患者及びパートナーへの説明・同意の取得について、どのように考え

ればよいか。 

（答）「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和４年３月 31日付け事務連

絡。以下、「３月 31日事務連絡」という。）別添２問８、問９及び問 30を参

照すること。 

 

（参考）「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和４年３月 31日厚生労働省保険局

医療課事務連絡）別添２（抄） 

問８ 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びそのパートナー

への説明・同意の取得については、両者が受診した上で行わなければならないの

か。６月に１回以上行うこととされている「治療内容等に係る同意について確認」

についても両者の受診が必要か。 

（答）初回の治療計画の説明に当たっては、原則として当該患者及びそのパートナーの

同席の下で実施すること。ただし、同席が困難な場合には、その理由を診療録に記

載するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き同席ができなかった者に対し

ても以後の診療機会に説明を行い、同意を得ること。後段の「治療内容等に係る同

意について確認」については、同意について確認がとれればよい。 

 

問９ 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者又はパートナーへの

説明・同意の取得について、同席が困難な場合には、リアルタイムでの画像を介し

たコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いて説明を行った上で、同

意の確認を行ってもよいか。 

（答）よい。この場合、身分証明書の提示等により確実に本人確認を行うとともに、文

書による同意を得ること。この際、パートナーからの文書による同意の取得につい

ては、後日、同意を得た文書を診療録に添付することで差し支えない。なお、単に

パートナーへの説明を行い、同意を取得することのみでは、当該パートナーに対す

る診療報酬は算定できない点に留意すること。 

 

問 30 一般不妊治療管理料に係る問６から問 12までの取扱いは、生殖補助医療管理料

における治療計画や婚姻関係の確認等に係る取扱いに関しても同様と考えてよい

か。 

（答）よい。 



 

不妊－2 

【生殖補助医療管理料】 

問２ 当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が生殖補助医療の開始日

において 43歳未満である場合に限るとされているが、42歳の時点で治療

を開始し、治療中に 43歳となった場合については、保険診療で実施可能

か。 

（答）治療中に 43歳に達した場合であっても、43歳に達した日を含む１回の

治療（胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の治療をいう。）につい

ては保険診療で実施可能。 

 

【採卵術】 

問３ ３月 31 日事務連絡別添２問 47 について、医学的な判断により複数回採

卵を実施する場合の「患者の身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で

実施すべき点に留意すること」の具体的な内容如何。 

（答）生殖補助医療管理料の算定要件に基づいて、少なくとも６月に１回以上、

当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について、そ

れまでに実施された治療の結果等も踏まえて、適切に確認すること。また、

少なくとも６月に１回以上、必要に応じて治療計画の見直しを適切に行う

こと。 

なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナー

に文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得るとともに、交付した

文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。 

 

問４ 問３において、治療計画の見直しが必要とされた場合、当該患者又はその

パートナーのうち女性の年齢が 43歳である場合には、以降の診療について

はどのような取扱いとなるか。 

（答）女性の年齢が生殖補助医療の開始日において 43歳以上となるため、保険

診療の適用外となる。 

 

【在宅自己注射管理料】 

問５ ３月 31 日事務連絡別添２問 37 における「排卵準備等のための外来診療

（頻度の高い投薬等）」について、Ｂクリニックが排卵誘発のための在宅自

己注射に関する指導管理を行った場合も含まれるか。 

（答）含まれる。 

 

 



 

不妊－3 

問６ ３月 31 日事務連絡別添２問 37 の例において、Ａ病院で生殖補助医療に

係る計画的な医学管理を行っている患者に対し、当該計画に基づき、Ｂクリ

ニックが診療及び自己注射に関する指導管理等を行った場合、Ｂクリニッ

クにおいて生殖補助医療管理料は算定可能か。また、Ｂクリニックにおいて

初診料又は再診料、処置、検査又は投薬等に係る項目、及び在宅自己注射指

導管理料については算定可能か。 

（答）生殖補助医療管理料は算定不可。また、初診料又は再診料、処置、検査又

は投薬等に係る項目、及び在宅自己注射指導管理料については、要件を満た

した場合にはそれぞれ算定可能。 

 

【胚凍結保存管理料】 

問７ ３月 31日事務連絡別添２問 65において、令和４年４月１日より前から

凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「２ 胚凍結保存維持管

理料」を算定することとされているが、その場合に当該管理料の算定期間

はどのように考えるのか。 

（答）この場合においては凍結保存の開始日に関わらず、「２ 胚凍結保存維持

管理料」を算定した日から３年を限度として算定できる。 

 

【一般不妊治療管理料】 

問８ 区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準において、「当

該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間 20例以上実施し

ていること。」とされているが、保険医療機関が当該管理料の新規届出を行

う場合について、どのように考えればよいか。 

（答）保険医療機関が当該管理料について新規届出を行う場合については、届出

前６月以内の実施件数が、要件とされる年間実施件数の半数である 10例以

上であれば届出可能。 

 

問９ 問８において、保険医療機関を新規に開設し診療実績がない場合につい

ては、どのように考えればよいか。 

（答）新規に医療機関を開設し診療実績がない場合については、様式５の 11の

診療実績を除く項目を記入の上、届出を行った場合に限り、当該様式を届け

出た日の属する月から最大６か月の間は、当該管理料を算定可能とする。６

か月を超えて当該管理料を算定する場合は、改めて届出を行うこと。なお、

再度の届出にかかる診療実績の考え方については、問８のとおり。 

 

 



 

不妊－4 

【保険外の診療の取扱い】 

問 10 保険診療により作成した凍結胚が残っている場合であっても、医学的判

断により保険外の診療として、受精卵・胚に対する保険外の診療を実施する

必要がある場合について、 

① 保険診療により作成した凍結胚を用いずに、保険外の診療として改めて

採卵から胚移植までの診療を行うことは可能であると考えてよいか。 

② ①の場合、保険診療により作成した凍結胚について、「２ 胚凍結保存維

持管理料」を算定することは可能か。 

（答）それぞれ以下のとおり。 

①よい。 

  ②「１ 胚凍結保存管理料（導入時）」の算定要件となる胚凍結保存の開始日

から１年以内は、当該管理料による評価が行われているため、「２ 胚凍結保

存維持管理料」は算定不可。また、当該期間において患者及びそのパートナ

ーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならな

い。 

胚凍結保存の開始日から１年以上を経過した後、保険外の診療から保険

診療へ再度移行する場合については、患者及びそのパートナーの次回の不

妊治療に向けた意向を確認の上、保険診療で治療計画を作成して生殖補助

医療の受診を開始し、再度、算定要件を満たすこととなった時点から算定可。

 

※算定イメージ 

［１年を経過しない間に、保険診療を中断し、再開した場合］ 

 ▼凍結開始      ▼保険診療再開 

    ▼保険外の診療開始  １年           ２年 

 

 

 ▲「１」を算定          ▲「２」を算定        ▲「２」を算定 

（１年経過するまで自費徴収不可）  （残り保存期間２年間）    （残り保存期間１年間(最終年)） 

 

［１年以上保険外の診療を行った場合］ 

 ▼凍結開始 ▼保険外の診療開始１年           ２年   ▼保険診療再開 

 

 

 ▲「１」を算定          △患家の負担として自費徴収可       ▲「２」を算定 

（１年経過するまで自費徴収不可）  （「１」を算定後１年経過後）     （残り保存期間２年間） 

 



 

不妊－5 

問 11 問 10において、保険診療で得られた残余凍結胚は、その後保険診療を再

開したときに保険診療として使用してよいか。 

（答）残余凍結胚に対しては保険外の診療が行われていないため可能。ただし、

この場合であっても、回数制限に係る実施回数のカウントにおいては、以前

の保険診療における実施回数も含まれる。 

 

【その他】 

問 12 保険外の診療（先進医療等の保険外併用療養に該当しないもの）で不妊

治療を行う際に、保険診療により作成した凍結胚を使用してよいか。ま

た、年齢制限や、回数制限のため保険診療が終了し、以降は保険外の診療

で不妊治療を継続する場合は、どのように考えるか。 

（答）生殖補助医療管理料において作成する治療計画では、保険診療において

生殖補助医療を実施することを前提に、採卵術から胚移植術までの診療過

程を記載することになるため、あらかじめ、保険外の診療で使用すること

を念頭に置いた採卵等に係る治療計画を作成することは認められず、保険

診療で作成した凍結胚を保険外の診療で用いることは不可。 

ただし、上記以外の事例であって、治療の経過によってやむを得ず、年

齢制限や回数制限を超えた時点で凍結胚が残っている場合は、当該凍結胚

を廃棄せず、以降の保険外の診療に使用することは差し支えない。 


